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令和４年度 国土交通省港湾局関係 

予 算 概 算 要 求 概 要 

                    出典：国土交通省ホームページ 

 

 

 ８月２６日に、国土交通省から令和４年度の予算概算要求概要が公表されたことから、 

港湾局関係の概要について、抜粋により掲載をします。 

 

Ⅰ．基本方針 

令和４年度予算においては、「社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大」、「国民

の安全・安心の確保」、「豊かで活力ある地方創りと分散型の国づくり」を 3 本柱とし、重点的

に取り組む。 

これにより、新型コロナウイルス感染症による未曾有の危機からの速やかな回復を図るとと

もに、 年々激甚化・頻発化する自然災害にも対応し、世界や我が国の急速かつ大きな変化を受

けた、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けたグリーン投資の加速、デジタル技術の

積極的な活用などを原動力 とした、早期の我が国経済成長軌道の実現、分散型の国づくり等の

喫緊の課題に適切に対応していく。 なお「新たな成長推進枠」として、「経済財政運営と改革

の基本方針 2021」及び「成長戦略実行計 画・成長戦略フォローアップ」（令和３年６月 18 日

閣議決定）等を踏まえ、グリーン、デジタル、地方 活性化等に重点投資を行うとともに、「防

災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」の推進や コロナの影響に対応するための所

要の経費については、予算編成過程において検討する。 

 

（１）社会経済活動の確実な回復と経済好循環の加速・拡大 

感染症の拡大防止を前提とし、大きなダメージを受けた社会経済活動を確実に回復させ

るとともに、 経済の好循環を加速・拡大させるため、グリーン化やデジタル化などを原動

力とする、生産性の向上、 国際競争力強化に取り組む。  

このため、国際コンテナ戦略港湾を中核として、「ヒトを支援する AI ターミナル」の実

現、「港湾物 流」、「港湾管理」、「港湾インフラ」の３分野一体となったサイバーポートの

構築、カーボンニュー トラルポート（CNP）の形成、洋上風力発電の導入促進を強力に推

進するとともに、所要の港湾機能の強 化を推進し、強靱なサプライチェーンの構築など成

長を支える基盤づくりを進める。 

 また、国際バルク戦略港湾において、資源•エネルギー •食糧の安定確保に向けた取組

を推進するほか、 クルーズ船については、さらなる水際対策の徹底により、安心できる環

境づくりにより、着実なインバ ウンドの再開に向けた取組を進める。 

 

（２）国民の安全・安心の確保 

激甚化・頻発化する風水害や切迫する大規模地震等に屈しない強靭な国土づくりを推進

するため、「5 か年加速化対策」を含むハード・ソフト一体となった総合的な防災・減災対
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策を重点的かつ集中的に講じる。  

このため、人口・産業が高度に集積し、海上交通ネットワークの拠点である港湾におけ

る高潮・高 波・地震・津波等への対策、予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向け

た老朽化対策及び国土強 靱化施策を効率的に進めるためのデジタル化等を加速等に取り

組む。 

また、「みなとオアシス」など既存の拠点・ネットワークを活用し、災害時の人流・物流

の確保のための基幹的交通ネットワークの確保を進める。 

 

（３）豊かで活力ある地方創りと分散型の国づくり 

   ポストコロナにおける住まい方や働き方等を見据え、豊かで活力ある地方創りを行い、 

東京一極集中 型から脱した分散型の国づくりを推進する。 このため、地域の基幹産業の 

競争力強化のための港湾整備等に取り組むとともに、ドライバー不足等 に対応し国内物流 

を安定的に支える内航フェリー・RORO 輸送網の構築、産地・港湾の連携による農林水 産 

物・食品のさらなる輸出促進を進める。 また、みなとオアシスや港湾協力団体制度を通じ 

た「みなと」を核とする魅力ある地域づくりを促進 するとともに、離島における航路の就 

航率向上、人流・物流の安全確保、バリアフリー化等を推進し、 住民生活の安定の確保、 

住民の交流や観光の振興による地域活性化など多様なニーズに対応する。 

 

 

Ⅱ．令和 4 年度港湾局関係予算概算要求の規模   

１． 要求総括表                      （単位：億円） 

事  業  区  分 令和４年度 

要求額（A） 

令和３年度 

予算額（B） 

対前年度比 

（A/B） 

 

 

 

 

 

 

公 

 

共 

 

港 湾 整 備 事 業 
事業費 

3，249  

（690） 
2，691  1.21 

国 費 
2，876  

（682） 
2，412  1.19 

 

港 湾 海 岸 事 業 
事業費 

163  

（35） 
141  1.16 

国 費 
144  

（35） 
120  1.20 

 

災 害 復 旧 事 業 等 
事業費 16  16  1.00 

国 費 13  13  1.00 

 

合 計 

事業費 
3，428  

（725） 
2，848  1.20 

国 費 
3，034  

（717） 
2，545  1.19 
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非 

 

公 

 

共 

港湾におけるカーボンニュート

ラ ル 実 現 に 必 要 な 経 費 
国 費 

9  

（9） 
0  - 

サイバーポートの機能改善・ 

機 能 促 進 等 に 必 用 な 経 費 
国 費 

0.1  

（0.0） 
9  0.01 

国 際 戦 略 港 湾 

競 争 力 強 化 対 策 事 業 費 等 

事業費 13  

（5） 
15  0.84 

国 費 8  

（4） 
10  0.75 

国 際 ク ル ー ズ 旅 客 

受 入 機 能 高 度 化 事 業 

事業費 13  

（0） 
12  1.03 

国 費 4  

（0） 
5  0.84 

行 政 経 費 国 費 12  

（1） 
9  1.25 

合 計 国 費 33  

（14） 
34  0.97 

総 合 計 
 3，066  

（731） 
2，579  1.13 

注１）国費は、歳出国費である。 

 ２）上記には内閣府分（沖縄関連）を含む。  

３）数値の上段は「推進枠」分を含む。下段（ ）は「推進枠」分。 

 ４）本表のほか、令和 4 年度要求額には以下がある。  

① 東日本大震災復興特別会計に計上する復旧・復興事業（港湾：9 百万円、災害復旧：4 百万円）（国費）  

② 受託工事費（港湾：43 億円）（国費）  

③ 社会資本整備総合交付金（7,441 億円）の内数及び防災・安全交付金（10,291 億円）の内数（国費） 

 ④ 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所における運営費交付金（52 億円）の内数及び施設整備費補助 

金（12 億円）の内数（国費） 

⑤ 港湾関係起債事業の起債見込み額（700 億円）  

⑥ デジタル庁計上一括計上システムにかかる経費（公共：5 億円、非公共：4 億円）（国費） 

 ５）合計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

 

２．主要施策の予算規模等  

（１）主要施策の予算規模 

 ○国際コンテナ戦略港湾の機能強化  

・国費 547 億円（対前年度比：1.20） 

 うち、公共分 539 億円、非公共分 8 億円 

 ○国民の安全・安心の確保 

 ・港湾整備事業：国費 1,025 億円（対前年度比：1.20）  

・港湾海岸事業：国費 144 億円（対前年度比：1.20）  

（２）新たな成長推進枠 

 ○グリーン（港湾） 

 要望額【669 億円】  
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うち、公共分 659 億円、非公共分 10 億円  

○デジタル（港湾） 要望額【26 億円】  

うち、公共分 23 億円、非公共分 3 億円 

 ○地方活性化（海岸） 要望額【35 億円】  

うち、公共分 35 億円  

（３）事項要求 以下については、予算編成過程で検討する。 

 ○「防災・減災、国土強靱化のための 5 か年加速化対策」 

 

Ⅲ．新規事項等 

１． 新規制度等 

事 項 概 要 備考 

カーボンニュートラルポート

（ＣＮＰ） 形成計画の策定に

対する支援制度 の創設 

ＣＮＰ形成に向けて港湾管理者が関係者の協力を

得て取りまとめるＣＮＰ形成計画の策定及び変更、

港湾計画への反映にかかる支援制度を創設する。 

新規 
（公共） 

カーボンニュートラルポート

（CNP）実 証事業 

港湾において、脱炭素化に配慮した港湾機能の高

度化を図るため、新技術等を活用した実証事業を行

う。 

新規 
（非公共） 

津波災害警戒区域等の指定促

進等 のための制度拡充 
切迫する巨大地震に伴う津波に関して、ハード・

ソフト一体となった防災・減災対策を 推進するた

め、津波災害警戒区域等の指定等に係る支援制度を

拡充する。 

 

海岸省庁 
共同要求 

港湾施設の老朽化対策の促

進・高度化 
令和３年６月に策定された「国土交通省インフラ

長寿命化計画（行動計画）」第２次計 画において新

たに位置づけられた、港湾管理者が行うライフサイ

クルコスト及びその 縮減に関する方針、既存施設の

統廃合、機能の集約化及び転換、新技術等の活用 等
の検討及びこれに伴う個別施設計画の見直し等に対

する支援制度を創設する。 

 

拡充 
（公共） 

 

2 税制改正  

事 項 概 要 

カーボンニュートラルポートの形

成に向けた 低炭素化荷役機械等に

係る特例措置 ＜創設（２年間）＞  

【 対 象 】港湾管理者が作成する CNP 形成計画（港湾法に 

規定することを検討中） に位置付けられた港 

湾の低炭素化に資する事業の事業主体である 

民間事 業者が、国からの補助を受けて取得し 

た低炭素化荷役機械等  

【固定資産税の特例】 課税標準 １/２ （取得後 10 年間） 
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港湾の船舶役務用施設に係る特例

措置 ＜拡充＞ 
【 対 象 】 港務通信施設、旅客施設、船舶役務用施設に 

係る事業所等にて行う事業  

【事業所税の特例】 軽減率 資産割：１/２  

従業者割：１/２  

港湾法改正（検討中）により、船舶役務用施 

設の対象に給油、給炭以外の船舶 燃料を補給 

するための施設を追加することに伴い、事業 

所税の課税標準の特 例対象についても拡充 

する。 

公共の危害防止のために設置され

た施設又  は設備に係る特例措置 
＜延長（２年間）＞ 

【 対 象 】 水質汚濁防止法の特定施設又は指定地域特定 
施設を設置する工場又は事業場に 新設する 
廃油処理施設の油水分離装置等及びし尿浄化 
槽の沈殿又は浮上装置等 

【固定資産税の特例】  

・大臣配分又は知事配分資産の課税標準 １/２  

・その他の資産の課税標準 １/２を参酌して１/３ 

以上２/３以下の範囲内において市町村の条例で 

定める割合 
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⚓ 会員から、こんにちは！ No.５⚓ 

 

『新潟県中小企業団体中央会』からの投稿です 

 

 

こんにちは、新潟県中小企業団体中央会です。 

新潟県中小企業団体中央会（以下「中央会」）の紹介をさせて頂きます。 

中央会は、中小企業連携組織※（以下「組合等）の専門支援機関です。中小企業に

よる組織化（法律に基づく組合、任意グループの組成）を推進し、連携による共同事

業を推進することによって、県内中小企業の振興発展を図ることを目的としています。 

中央会は中小企業等協同組合法に基づき、各都道府県知事の認可のもと全国 47 都

道府県ごとに設立された公益性の高い法人です。同法に基づき設立された中小企業者

による事業協同組合をはじめたとした組合等を会員に組織を構成しております。運営

は、会員からの会費により行っており、会員組合等向け各種支援事業については行政

等からの補助を受けて実施しています。 

 

 今回は、その各種支援事業の内、「事業継続支援事業」についてご紹介します。 

（※中小企業連携組織・・・各法律により設立された組合、任意団体、一般社団法人等） 

 

中小企業等の事業継続力を強化するには BCP 策定は極めて重要です。事故や昨今の

自然災害等によって危ぶまれる「リスク」が存在しており、もしもが発生したら、従

業員の安全確保・安否確認、2 次災害の防止といった初期対応に加えて、重要な中核

事業を中断させない、万一中断してもできるだけ短時間で復旧させるＢＣＰを策定し

ておくことが重要になります。 

 

国としても中小企業強靭化法が成立させ、小規模事業者の事業活動を継続できる人

的サポートや税制優遇などの角度からも事業継続力の強化を応援するための「事業継

続力強化計画」の認定制度を設けました。中小企業等が策定した防災・減災の事前対

策に関する計画を国が認定するというものです。 

 

認定された方は、 １防災、減災設備の税制優遇、 

２補助金の優先採択（ものづくり補金を含む）

３低利融資  の特典がございます。 
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このような事業継続力強化計画の策定をはじめとした事業継続計画(BCP）に関する

こと、事業承継や HACCP 対応等法制度改正にともなう事業継続に必要な対応に関する

ことについて、組合等が傘下の組合員等へ周知・啓蒙・普及を図るために開催する研

修会や講習会について中央会は助成支援を行っております。 

中央会では、事業継続支援事業の他、組合等が課題解決に取り組むための専門家を活用し

た支援や販売促進・需要開拓のための展示会出展支援等各種支援メニューを用意し、組合等

を通じ県内中小企業の振興発展に寄与しています。 

これからも組合等の支援を通じ、県内中小企業の振興・発展に寄与してまいります。 

 今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

新潟県中小企業団体中央会 

   新潟市中央区白山浦 1丁目 636-30 

   <TEl>025（267）1100 

   <URL>https://www.chuokai-niigata.or.jp/ 
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⚓ 概況品別貿易額の推移⚓ 

（四半期毎） 

※貿易統計（税関ホームページ）を（一社）新潟港振興協会が加工して作成 
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   ～新潟の近代化と港～ No.13 

   千年以上前からその名を歴史に残す『新潟港』 

   長い歴史を経て新潟港は『湊』から『港』へ変わって来ました。 

   ここでは、高度成⾧を遂げた昭和期以降の新潟西港・新潟東港の様子を振返ります。 

                    （新潟市編「新潟港のあゆみ」より抜粋） 

 

第３章 変貌する新潟港 

第４節 西港再開発と東港開発の振興 

 

 

【変化する内外貨物】 

 新潟港の貨物取扱量は昭和６１（１９８６）

年から平成１２（２０００）年までの１４年間

で約１．６倍増加し、２，０９６万トンから３，

４００万トンになった。 

 西港と東港の機能分担は更に進み、平成１２

年には移出入貨物の８３％を西港、輸出入貨物

の９２％を東港が取扱うようになった。 

 最も増加したのは、フェリーによる輸送機械

（ほとんどが自動車）の移出入で、１４年間で

２倍となり、全移出入貨物の６３％を占めた。 

 次いで多いのは、石油製品と重油の移入であ

り、これも輸送機械と同様に２倍の増加となっ

た。原油は、平成１０年まで１００万トン前後

移入されていたが、翌年には３万トンに激減し

た。この年には、平和町の昭和シェル石油株式

会社新潟製油所と竜が島の日本石油株式会社新

潟製油所が石油精製を停止しており、新潟の石

油産業が石油精製から石油配分へと転換したこ

とを象徴する変化であった。  

 輸出入貨物は圧倒的な輸入超過であった。主

にインドネシアから輸入されるLNGは、平成１２

年に８７０万トンになった。 

 輸入原油は、平成１１年に１００万トンから

８万トンに激減した。 

 また、輸入木材は減少し、代わって木材チッ

プの輸入が増加している。 

 輸出貨物は１０万トン台の年が多く、平成９

年に３０万トンを超えた。 

 

【広域化する航路と旅客】 

 昭和６０年代以降、新潟港の航路は東港の国

際コンテナ航路を中心に広域化した。 

 昭和６３年（１９８８年）７月に台湾や香港

を結ぶ東南アジアコンテナ航路と１０月には釜

山コンテナ航路が開設され、平成７年（１９９

５年）に航路がシンガポールまで延伸されると

ともに、中国コンテナ航路や北東アジアコンテ

ナ航路が開設された。 

 一方、ロシアのボストーチヌイを結ぶトラン

ス・シベリア・コンテナ航路は、平成３年（１９

９１年）以降貨物の減少が続き、同１０年に休

便状態となった。 

 新潟港は、大正３年（１９１４年）の新潟・沼

垂合併を契機に信濃川右岸を中心に整備が進め

られ、東新潟の工業地帯の形成など新潟の発展

を支えてきた。昭和４４年（１９６９年）に東港

が開港し、西港となってからも整備の中心は右

岸であった。 

左岸側には、整備に必要な土地が無かったた

めである。 

港湾機能の右岸への移動や、工場の東港工業

地帯などへの移転は、左岸側が活気を失う原因

の一つとなった。 

（これを以って、新潟市編「新潟港のあゆみ」

からの転載は終了いたします。） 

  

 次号からは、平成１４年の「新潟みなとトン

ネル」と「柳都大橋」開通から、新たに「新潟港

のあゆみ」を（一社）新潟港振興協会編として掲

載いたします。 
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事 務 局 日 誌 （令和３年１月～７月） 
 

1.20 書面理事会（職務執行状況中間報告） 

5:18 新潟清港会 通常総会 

5:27 一般社団法人 新潟港振興協会 定時総会 

6:08 公益社団法人 日本海海難防止協会 通常総会 

6: 9 公益社団法人 日本港湾協会 総会（委任） 

7: 9  新潟県港湾協会 通常総会（書面） 

 7:21  新潟空港整備推進協議会 通常総会（委任） 

 
編 集 後 記 
  

９月の初めに遅ればせながら、２回目の新型コロナワクチンの接種を終えることが

でき、副反応の頭痛・発熱に見舞われたものの先ずは一安心といったところです。 

 大規模接種会場での接種でしたが、未だに多くの方々が並ばれており、まだまだ、

年齢の高い方が多いように思われました。 

９月から１２歳以上の接種予約も始まりましたので、これからは若い人たち中心の

接種が進むのではないでしょうか。 

これで、ワクチン接種対象者の全てに目途が立つことから、集団免疫の獲得が早期

にえられるよう期待するものです。 

さて、「新型コロナウイルス感染症」の感染拡大が始まって間もなく２年が経とう

としていますが、相変わらず各分野におけるサプライチェーンの混乱が続いています。 

特に、世界的な半導体不足が深刻となっており、自動車メーカーでは、生産ライン

に影響に出がでるなど、減産体制を余儀なくされている。 

自動車産業は、裾野が広いことから、この減産が与える影響は各方面に及ぶものと

なる。 

また、国際海上輸送においても、昨年の６月頃からコンテナ不足や運賃高騰、ブッ

キング制限などが生じ始め、未だ改善の見通しが立たない状況である。 

 パンデミックが起きたことにより、グローバル化したサプライチェーンのリスクが

顕在化して、私たちの暮らしとともに経済活動に混乱を与えるに至っている。 

 長い年月をかけて築き上げてきたグローバル化したサプライチェーンに生じたリス

クは一朝一夕には克服できないかもしれないが、せめて先行きが見通せるようになり

たいものである。 
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